
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

第34期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

会社の新株予約権等に関する事項
会 計 監 査 人 に 関 す る 事 項
業務の適正を確保するための体制の
整備及びその運用状況に関する事項
連結株主資本等変動計算書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

エイベックス株式会社

「会社の新株予約権等に関する事項」、「会計監査人に関する事項」、「業務の適正
を確保するための体制の整備及びその運用状況に関する事項」、「連結株主資本等変
動計算書」、「株主資本等変動計算書」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきま
しては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサ
イト（https://avex.com/jp/ja/）に掲載することにより、株主の皆様に提供し
ております。
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1 会社の新株予約権等に関する事項
　当社グループ役職員の、業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層の収益拡大と企業価値の向上を図るた
め、通常型ストックオプションとしての新株予約権を発行しております。

（1）当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権等の状況
名 称
（発行日）

新株予約権
の数

新株予約権の目的と
なる株式の種類及び数

新株予約権１個
あたりの行使価額

新株予約権を行使する
ことができる期間

新株予約権の
うち当社役員
の保有状況

第16回新株予約権
（2016年10月24日） 80個 普通株式 8,000株

（１個あたり100株）
144,500円

（１株あたり1,445円）
2018年10月25日から
2021年10月24日まで

取締役
１名 80個

　

（注） 第16回新株予約権は、通常型ストックオプションとして発行しております。当該新株予約権は、現取締役が当社グループ役
職員であった時に割り当てられたものです。新株予約権者との間で締結している新株予約権割当契約の発行要項において、
新株予約権を行使することができる期間の開始日を、発行日から２年が経過した日以降と定めております。

（2）その他新株予約権等に関する重要な事項
名 称
（発行日）

新株予約権
の数

新株予約権の目的と
なる株式の種類及び数

新株予約権１個
あたりの行使価額

新株予約権を行使する
ことができる期間

新株予約権の
保有状況

第16回新株予約権
（2016年10月24日） 2,865個 普通株式 286,500株

（１個あたり100株）
144,500円

（１株あたり1,445円）
2018年10月25日から
2021年10月24日まで

当社従業員、
子会社取締役
及び子会社従業員
123名 2,865個
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2 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称
　有限責任監査法人トーマツ

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　

支 払 額

① 当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 62百万円

② 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 73百万円
　

（注） 1 当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠
等が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2 当社と会計監査人との監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分はできませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記
載しております。

3 会計監査人監査の対象となる全ての国内子会社につきましても、有限責任監査法人トーマツが会計監査人となっておりま
す。

4　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である企業会計基準第29号「収益認識に関す
る会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導を委託し、対価を支払っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　 当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会
が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
　 また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められる場
合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。
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3 業務の適正を確保するための体制の整備及びその運用状況に関する事項
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり、当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（以下「内部
統制システム」という）を整備いたします。

（1）当社及びグループ各社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき
者その他これらの者に相当する者（以下「取締役等」という）の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制
① コンプライアンス・ポリシーを制定し、当社の代表取締役社長が継続的にその精神を当社及び当社の
子会社の役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底
します。

② 当社にコンプライアンス担当取締役を任命し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題
点の把握と解決に努めます。

③ 当社にコンプライアンス委員会を設置し、当社及びグループ各社のコンプライアンス上の重要な問題
を調査・審議し、問題の解決を図るとともに、その結果を取締役会に報告します。
④ 取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス委員会に報告し
ます。報告を受けたコンプライアンス委員会は、その内容を調査し、再発防止策を決定し、グループ全
体の再発防止策を実施します。

⑤ 当社及びグループ各社の業務執行ラインから独立したグループ内部監査室を設置します。同監査室は、
当社及びグループ各社の法令遵守状況を監査し、その結果をその都度、当社の代表取締役社長及び監査
等委員会に報告します。
⑥ 当社及びグループ各社の法令違反並びに社内規程違反他、社内の問題の早期発見と解決を図る為、通
常の業務報告経路とは別の報告経路としてヘルプラインを設置し、当社及びグループ各社の全ての役職
員に対してこれを周知徹底します。
　 またヘルプラインによって得られた情報は、社内規程に基づき、当社のコンプライアンス担当取締役
及び当社のコンプライアンス委員会に報告される他、当社の監査等委員とこれを共有します。
⑦ コンプライアンス・ポリシーに基づき、反社会的勢力・団体との関係は一切持たないことを基本方針
とし、いかなる不当要求や働きかけに対しても組織として毅然とした対応を取ることとします。

⑧ 財務報告に係る内部統制の整備・構築を推進し、財務報告の信頼性を確保します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取
締役の中から任命し、文書管理規程及び情報セキュリティ規程等に従い職務の執行に係る情報を文書又
は電磁的媒体（以下総称して「文書等」という）に記録し、保存します。
② 取締役及び監査等委員は常時、前項の文書等を閲覧できるものとします。
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（3）当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 社内規則により、当社にリスク管理責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的かつ統括的
に管理するリスク管理担当取締役を任命し、リスク管理体制を明確化します。
② リスク管理体制の下、リスクの重要性及び事業の特性等に応じてリスクの特定・評価を行い、対応策
を整備します。
　 またリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切な対応策を講じることができる体制を構築します。
③ グループ内部監査室は、当社及びグループ各社のリスク管理状況を監査し、その結果を当社の代表取
締役社長及び監査等委員会に報告します。代表取締役社長は、上記結果を踏まえ改善策を審議・決定し
ます。

（4）当社及びグループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務権限規程により当社及びグループ各社の職務権限及び意思決定ルールを明確化することにより、
適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備します。
② 当社の取締役会において業績目標と予算を設定し、ITを活用して業績管理を行います。また、当社及
びグループ各社の効率的な人的資源の配分を行います。

（5）当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社及びグループ各社全体の内部統制システムの構築を目指し、当社に当社及びグループ各社全体の
内部統制に関する担当部署を設けると共に、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報
の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築します。

② 当社及びグループ各社の代表取締役社長は、各社の内部統制に関する責任者として、各社の業務執行
の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有します。
③ グループ内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社及びグループ各
社の内部統制責任者に報告し、必要に応じ、内部統制に関して改善策の指導、実施の支援及び助言を行
います。

④ 当社にグループ各社の事業の状況等を確認するため、報告会議体を設置します。これらの会議は、定
期的に開催し、グループ各社の取締役等の職務執行に係る事項の報告及び事業運営のモニタリングを行
うとともに、情報の共有化を促進し、業務の適正と効率化を図ります。

（6）監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項
① 監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求める時は、取締役と協議の上、専属の職員
を配置するものとします。監査等委員会の職務を補助する当該職員は、当該補助に関して、取締役等の
指揮命令を受けないものとし、当該職員は、定期に又は必要に応じて監査等委員会に報告を行い、また
意見・情報交換を行うものとします。
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② 当該職員の人選、異動及び懲戒処分については、監査等委員会の意見を徴するものとします。

（7）当社及びグループ各社の取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への
報告に関する体制
① 役職員は、重大な法令・定款違反又は当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
を発見した場合、又はその事実の報告を受けた場合、遅滞なく監査等委員会に報告しなければならない
こととします。
② 役職員は、監査等委員会の求めに応じて会議の場を設け、職務の執行状況報告他、必要な報告及び情
報交換を行います。
③ 内部監査規程に従いグループ内部監査室の職員が内部監査の実施結果を遅滞なく監査等委員会に報告
する体制を整備します。

（8）監査等委員に重大な法令・定款違反又は当社及びグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を
報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　 当社及びグループ各社の役職員が監査等委員会に報告を行った場合、報告を理由として、解雇、降格、
減給等いかなる不利益取扱いも行わないものとします。

（9）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　 監査等委員の職務の執行に関する取引における、費用の前払の請求、支出した費用の請求、負担した債
務の債権者に対する弁済の請求（当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でな
いことを証明した場合を除く）について、それに応じます。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　① 監査等委員会は、取締役会他、重要な会議に出席し、意見を述べることができます。
② 監査等委員会は、定期に又は必要に応じて会計監査人の報告を受けます。また意見・情報交換を行う
ことができます。
③ 監査等委員会は必要に応じて、外部の専門家に助言を求めることができます。
④ 監査等委員会は、随時、社内の情報システムの情報を閲覧することができます。

（11）上記の体制の運用状況
① コンプライアンス規程及びコンプライアンス・ポリシーを整備し、コンプライアンス担当取締役の任
命を行い、コンプライアンス委員会を設置し発生したコンプライアンス上の問題の審議を行っておりま
す。
　 コンプライアンス・ポリシーは、反社会的勢力との関係を禁止する旨と合わせ、全役職員が閲覧可能
な社内イントラネットに掲出し、毎年、全役職員を対象に研修（テスト）を実施しております。
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　 内部通報規程及び内部通報制度を整備し、通常の業務報告経路とは別の報告経路としてヘルプライン
を設置し、グループ全ての役職員に対して周知徹底しております。
② 当社に代表取締役社長直轄のグループ内部監査室を設置し、当社及びグループ各社のリスク監査を実
施しております。監査結果は遅滞なく当社代表取締役社長、リスク管理担当取締役、グループ各社社長、
常勤監査等委員へ報告を行っております。
　 リスクが顕在化した際には、迅速に緊急時の対応が行えるようリスク管理規程に危機管理体制の構築
を定めております。
③ 当社は「取締役会」を原則毎月1回開催し、当社及びグループ各社の重要事項の決定を行い、「経営会
議」を原則毎週1回開催し、グル―プ経営における統制と機動性を確保しております。

　 取締役等の職務執行が効率的かつ適正な運用が図られるよう、決裁の管理システムを設置・運用し、
職務執行上で重要かつ必要な文書は、取締役及び監査等委員の閲覧が容易にできるよう、整理・保存・
管理をしております。

④ 監査等委員会は取締役会や経営会議等、重要な会議体に出席しており、グループ内部監査室や会計監
査人からの報告を受けております。

　 重大な法令違反他、会社に著しい損害を及ぼすような事実は、役職員から監査等委員会へ報告され、
報告を理由として、報告者が不利益な取扱いをされないよう最大限の配慮を行っております。
　 また、監査等委員は、職務の執行によって生じた費用を、社内規程により会社に請求できることとな
っております。
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連結株主資本等変動計算書
（自
至
2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,392 5,109 39,559 △3,371 45,689
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 51 51 102
剰 余 金 の 配 当 △2,180 △2,180
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 12,831 12,831
自 己 株 式 の 取 得 △2,585 △2,585
自 己 株 式 の 処 分 10 301 311
連 結 範 囲 の 変 動 △0 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当 期 変 動 額 合 計 51 61 10,650 △2,283 8,479
当 期 末 残 高 4,443 5,171 50,209 △5,655 54,168
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 686 0 △87 △277 321 370 3,068 49,449
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 102
剰 余 金 の 配 当 △2,180
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 12,831
自 己 株 式 の 取 得 △2,585
自 己 株 式 の 処 分 311
連 結 範 囲 の 変 動 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 434 0 △31 413 816 △250 △154 411
当 期 変 動 額 合 計 434 0 △31 413 816 △250 △154 8,890
当 期 末 残 高 1,120 0 △119 135 1,137 119 2,914 58,339

― 7 ―

2021年05月28日 19時37分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



株主資本等変動計算書
（自
至
2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：百万円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 4,392 5,239 － 5,239 501 10,000 23,811 34,312
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 51 51 51
剰 余 金 の 配 当 △2,180 △2,180
当 期 純 利 益 10,971 10,971
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 10 10
会社分割による減少 △106 △106
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 51 51 10 61 － － 8,685 8,685
当 期 末 残 高 4,443 5,290 10 5,300 501 10,000 32,496 42,997

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △3,371 40,572 38 38 370 40,980
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 102 102
剰 余 金 の 配 当 △2,180 △2,180
当 期 純 利 益 10,971 10,971
自 己 株 式 の 取 得 △2,585 △2,585 △2,585
自 己 株 式 の 処 分 301 311 311
会社分割による減少 △106 △106
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 64 64 △250 △185
当 期 変 動 額 合 計 △2,283 6,513 64 64 △250 6,327
当 期 末 残 高 △5,655 47,086 102 102 119 47,308

― 8 ―

2021年05月28日 19時37分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



連結注記表
Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１ 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数 24社
連結子会社の名称
エイベックス・エンタテインメント㈱ エイベックス・ピクチャーズ㈱
エイベックス・デジタル㈱ エイベックス・マネジメント㈱
エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱ エイベックス・テクノロジーズ㈱
エイベックス・ビジネス・ディベロップメント㈱ エイベックス・クリエイティヴ・ファクトリー㈱
コエステ㈱ ㈱MAKEY
㈱TWH エイベックス・AY・ファクトリー(同)
エイベックス通信放送㈱ ㈱アニメタイムズ社
㈱fuzz エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱
㈱ａＮＣＨＯＲ ㈱THINKR
Avex Asia Pte.Ltd. Avex China Inc.
Avex Hong Kong Ltd. Avex USA Inc.
Avex Taiwan Inc. Avex Shanghai Co., Ltd.

エイベックス・ビジネス・ディベロップメント㈱及びエイベックス・クリエイティ
ヴ・ファクトリー㈱は、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含
めております。
前連結会計年度において非連結子会社であったコエステ㈱は、当連結会計年度におい
て重要性が増したため、連結の範囲に含めております。
エイベックス・トラベル・クリエイティヴ㈱は、当連結会計年度において清算結了し
たため、連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
　該当ありません。
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２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
関連会社の数 ５社
持分法を適用した関連会社の名称
LINE MUSIC㈱
メモリーテック・ホールディングス㈱
パスレボ㈱
㈱レコチョク
AWA㈱

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
非連結子会社
該当ありません。
関連会社
East Empire International Holding Ltd.
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない会社については、それぞれ当期純損益(持分相当額)及び利益

剰余金(持分相当額)等からみて持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用の範囲から除外して
おります。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Avex China Inc.及びAvex Shanghai Co., Ltd.の決算日は、12

月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を
使用しております。なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致し
ております。
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４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合等への出資
最近の決算書に基づく持分相当額により評価しております。

② デリバティブ
時価法

③ たな卸資産
商品・製品・貯蔵品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定)
原材料
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定)
番組及び仕掛品(映像使用権を含む)
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ
り算定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法、ただし1998年４月１日以降に取得した建物(建
物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法、在外連結子会社は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～50年
その他 ２～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(２～５年)に基づ
く定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

③ 返品引当金
将来の返品による損失に備えるとともに、適切な期間損益計算に資するため、将来
の返品予想額を計上しております。過去の返品実績等に基づく返品予想額を返品引当
金の繰入として売上高から直接控除し、返品受入額は引当金残高を取崩して処理して
おります。

④ ポイント引当金
将来のポイント使用に備えるため、使用実績率に基づく将来使用見込額を計上して
おります。

⑤ 偶発損失引当金
当社連結子会社の契約タレントに関して、将来発生する可能性のある偶発損失に備
えるため、損失見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法
ａ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ｂ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(11年)による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に費用処理することとして
おります。

② 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
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③ ヘッジ会計の方法
ａ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は、以下のとおりであります。
ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建予定取引

ｃ ヘッジ方針
デリバティブ取引に係る社内規程に基づき、将来の為替変動リスクを回避する
目的でヘッジ手段を利用しており、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方針
であります。

ｄ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累
計又は相場変動を比較して有効性を評価しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
５～10年間の定額法により償却しております。

⑤ 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

⑥ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

⑦ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年

法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応
報告第39号 2020年３月31日)第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日)第44項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ
いております。

⑧ その他
ａ 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
ｂ 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。
ｃ 記載金額が「－」は該当金額がないことを示しております。
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Ⅱ 表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年３月31
日)を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の
見積りに関する注記を記載しております。

連結貸借対照表関係
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」

(前連結会計年度4,193百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立
掲記することとしております。

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記
当社の連結計算書類の作成にあたって行った会計上の見積りの内容は、以下のとおりであ
ります。
１ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 5,048百万円

２ 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当社は、「税効果会計に関する注記」に記載されているとおり、繰延税金負債と相殺さ
れる前の回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額を5,188百万円(繰延税金資
産総額8,763百万円、評価性引当額△3,574百万円)計上しております。この繰延税金資産
の金額については、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング並びに将
来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて回収が見込まれる金
額を計上しております。回収が見込まれる金額の算定において、収益力に基づく将来の課
税所得は、主に将来の事業計画を基礎として見積もっておりますが、当該事業計画は将来
の販売計画、市場動向及び新型コロナウイルス感染症の収束時期等の仮定をおいて見積も
っております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動などによって影

響を受ける可能性があり、将来の課税所得の金額について見直しが必要になった場合、翌
連結会計年度において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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Ⅳ 追加情報
１ 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、当社グループ従業員の労働意欲の向上や経営参画を促すとともに、株式価値の
向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的と
し、当社グループ従業員へのインセンティブ・プラン(以下、「当プラン」という。)とし
て「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「ESOP信託口」という。)を2017年８月に再導
入しております。
(1) 取引の概要

当プランでは、「エイベックス社員持株会」(以下、「当社持株会」という。)へ当社
株式を譲渡していく目的で設立するESOP信託口が当社持株会が取得する規模の株式
を予め一括して取得して、信託の設定後約５年間にわたり当社持株会への売却を行
います。
当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理を
しております。従って、信託口が保有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益に
ついては、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて
計上しております。
なお、2021年３月をもって、当該信託は終了しております。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)によ

り、純資産の部に自己株式として計上しておりましたが、当連結会計年度末におい
ては、信託が終了しているため残存する当社株式はありません。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度50百万円

２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて
当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、ライヴ・イベントの開催を
自粛しているため、当社グループの業績に影響を与えております。
そのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は、2021年度下期から緩
やかに回復していくと仮定し、会計上の見積りを行っております。
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Ⅴ 連結貸借対照表に関する注記
１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,720百万円

２ コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行５行とコミットメン
トライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下
のとおりであります。
コミットメントライン
極 度 額 の 総 額 36,000百万円

借 入 実 行 残 高 －百万円
差引額 36,000百万円

Ⅵ 連結損益計算書に関する注記
１ 災害による損失

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、ライヴ・イベントの開催を自粛した
こと等による損失及び従業員に対して支給した休業補償であります。

２ 割増退職金
希望退職制度の実施に伴う特別退職加算金等であります。
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Ⅶ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１ 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 45,343,500株

２ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決 議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年６月26日
定時株主総会 普通株式 1,088 25.00 2020年３月31日 2020年６月29日
2020年11月５日
取締役会 普通株式 1,091 25.00 2020年９月30日 2020年12月３日

(注) １ 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型
ESOP信託口が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

２ 2020年11月５日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株会信託型
ESOP信託口が保有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
2021年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項
を、以下のとおり提案しております。
① 配当金の総額 3,975百万円
② １株当たり配当額 96.00円
③ 基準日 2021年３月31日
④ 効力発生日 2021年６月28日
配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３ 当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的
となる株式の種類及び数
普通株式 294,500株
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Ⅷ 金融商品に関する注記
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金及び設備投資資金を主に金融機関からの借入により調達し
ており、一時的な余資は短期的な定期預金等で資金運用しております。
デリバティブ取引は、外貨建取引の為替相場変動リスクの回避及び短期的な資金運用
を目的として行い、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されてお
ります。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先の信用状
況等を把握するとともに、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制をとっており
ます。
投資有価証券は、組合等への出資金及び業務上の関係を有する企業の株式に大別され
ます。組合等への出資金には市場価格等はありませんが、組合等の決算書を定期的に入
手することで組合等の財務状況を把握しております。また、株式は市場価格等の変動リ
スクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業等)の財務状況を把握し
ております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払印税及び未払法人税等は、そのほ
とんどが１年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に「従業員持株会信託型ESOP」の導入に伴う信託口における金融機
関からの借入金となります。
デリバティブ取引の執行・管理は、取引権限を定めた職務権限表に従い、財務担当部
門が担当執行役員又は取締役会等の承認を得て行うこととなっており、取引相手先は高
格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識してお
ります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスク(期日に支払を実行できないリスク)に晒さ
れておりますが、当社グループでは流動資金の効率的運用を目的として、国内子会社
(一部を除く)に限り、グループ間でCPS(キャッシュプーリングシステム)による資金貸
借を行うとともに、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しておりま
す。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、
次表には含まれておりません((注２)をご参照ください)。

(単位：百万円)
連結貸借対照表
計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 52,654 52,654 －
(2) 受取手形及び売掛金 14,120
貸倒引当金 △71

14,048 14,048 －
(3) 未収入金 6,373
貸倒引当金 △209

6,163 6,163 －
(4) 投資有価証券
その他有価証券 1,663 1,663 －

資産計 74,530 74,530 －
(1) 支払手形及び買掛金 1,457 1,457 －
(2) 未払金 18,341 18,341 －
(3) 未払印税 7,650 7,650 －
(4) 未払法人税等 6,040 6,040 －
(5) 長期借入金 59 59 0

負債計 33,549 33,549 0
デリバティブ取引(※) (3) (3) －
(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目

については、( )で示しております。
(注１) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金及び(3) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。なお、受取手形及び売掛金及び未収入金は信用リスクを加味し
貸倒引当金の額を控除した額を時価としております。

(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金、(3) 未払印税及び(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。

(5) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価
は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるも
のは、元利金の合計額の将来キャッシュ・フローを、適切な指標に信用スプレッドを上
乗せした利率で割り引いた現在価値により、時価を算定する方法によっております。
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デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
通貨関連(時価については、取引金融機関から提示された価格によっております)

(単位：百万円)
デリバティブ
取引の種類等 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価 評価損益

市場取引以外
の取引

為替予約取引
売建
米ドル 2,207 － △３ △３

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式等 5,480

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー等を見積ることがで
きず、時価を把握することは極めて困難と認められるため、時価開示の対象としており
ません。

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 52,654 － － －
受取手形及び売掛金 14,120 － － －
未収入金 6,373 － － －

合計 73,148 － － －

(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 54 4 0 － － －
合計 54 4 0 － － －
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Ⅸ 税効果会計に関する注記
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 (単位：百万円)
繰越欠損金 2,189
返品引当金 877
商品及び製品 786
減価償却費 718
番組及び仕掛品 583
減損損失 531
原材料及び貯蔵品 334
前渡金 312
投資有価証券評価損 287
未払事業税 267
その他 1,876
繰延税金資産小計 8,763
評価性引当額 △3,574
繰延税金資産合計 5,188
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △498
資産除去債務に対応する除去費用 △18
その他 △12
繰延税金負債合計 △530
繰延税金資産の純額 4,658
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位：百万円)
固定資産―繰延税金資産 5,048
固定負債―その他(繰延税金負債) △390

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別
の内訳
法定実効税率 30.6％
(調整)
持分法による投資損益 0.5％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％
評価性引当額 0.3％
その他 0.9％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6％
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Ⅹ １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,335.38円
１株当たり当期純利益 298.11円
(注) 株主資本において自己株式として計上されている従業員持株会信託型ESOP信託口

に残存する当社株式は、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、
当連結会計年度25千株であります。

― 22 ―

2021年05月28日 19時37分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



個別注記表
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１ 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
(2) その他有価証券

時価のないもの
　移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合等への出資
　最近の決算書に基づく持分相当額により評価しております。

２ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法、ただし1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によってお
ります。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 ３～50年
工具器具備品 ３～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(２～５年)に基づく

定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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３ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11
年)による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の翌事業年度に費用処理することとしておりま
す。

４ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法
は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設さ

れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度
の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に
係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年３月31日)第
３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第28号 2018年２月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債
の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(6) その他
① 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
② 記載金額が「０」は百万円未満であることを示しております。
③ 記載金額が「－」は該当金額がないことを示しております。
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Ⅱ 表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年３月31
日)を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関す
る注記を記載しております。

Ⅲ 会計上の見積りに関する注記
当社の計算書類の作成にあたって行った会計上の見積りの内容は、以下のとおりでありま
す。
１ 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 437百万円

２ 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当社は、「税効果会計に関する注記」に記載されているとおり、繰延税金負債と相殺

される前の回収可能性があると判断された繰延税金資産の金額を483百万円(繰延税金
資産総額4,789百万円、評価性引当額△4,305百万円)計上しております。この繰延税
金資産の金額については、収益力に基づく将来の課税所得及びタックス・プランニング
並びに将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づいて回収が見
込まれる金額を計上しております。回収が見込まれる金額の算定において、収益力に基
づく将来の課税所得は、主に将来の事業計画を基礎として見積もっておりますが、当該
事業計画は将来の販売計画、市場動向及び新型コロナウイルス感染症の収束時期等の仮
定をおいて見積もっております。
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動などによって

影響を受ける可能性があり、将来の課税所得の金額について見直しが必要になった場
合、翌事業年度において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
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Ⅳ 追加情報
１ 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、当社グループ従業員の労働意欲の向上や経営参画を促すとともに、株式価値の
向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高めることを目的と
し、当社グループ従業員へのインセンティブ・プラン(以下、「当プラン」という。)とし
て「従業員持株会信託型ESOP」(以下、「ESOP信託口」という。)を2017年８月に再導
入しております。
(1) 取引の概要

当プランでは、「エイベックス社員持株会」(以下、「当社持株会」という。)へ当社
株式を譲渡していく目的で設立するESOP信託口が当社持株会が取得する規模の株式
を予め一括して取得して、信託の設定後約５年間にわたり当社持株会への売却を行
います。
当社株式の取得及び処分については、当社と信託口は一体であるとする会計処理を
しております。従って、信託口が保有する当社株式を含む資産及び負債並びに損益に
ついては、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上しており
ます。
なお、2021年３月をもって、当該信託は終了しております。

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)によ

り、純資産の部に自己株式として計上しておりましたが、当事業年度末においては、
信託が終了しているため残存する当社株式はありません。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度50百万円

２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて
当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、ライヴ・イベントの開催を
自粛しているため、当社グループの業績に影響を与えております。
そのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は、2021年度下期から緩
やかに回復していくと仮定し、会計上の見積りを行っております。
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Ⅴ 貸借対照表に関する注記
１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,714百万円

２ コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行５行とコミットメン
トライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のと
おりであります。
コミットメントライン
極 度 額 の 総 額 36,000百万円

借 入 実 行 残 高 －百万円
差引額 36,000百万円

３ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短 期 金 銭 債 権 2,352百万円
長 期 金 銭 債 権 6,760百万円
短 期 金 銭 債 務 22,156百万円

４ 取締役等に対する金銭債権及び金銭債務
金 銭 債 権 3百万円
金 銭 債 務 670百万円
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Ⅵ 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
営 業 収 益 3,277百万円
営 業 原 価 3百万円
販売費及び一般管理費 66百万円
営業取引以外の取引高 86百万円

Ⅶ 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,735,298 2,398,290 206,200 3,927,388
(注) 変動事由の概要

2020年12月28日の取締役会決議による自己株式の取得 2,397,600株
単元未満株式の買取りによる増加 690株
ストック・オプションの権利行使による減少 148,500株
従業員持株会信託型ESOP信託口から当社持株会への売却による減少 57,700株
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Ⅷ 税効果会計に関する注記
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 (単位：百万円)
関係会社株式評価損 1,772
投資有価証券 1,074
貸倒引当金 1,005
繰越欠損金 305
未払事業税 220
減価償却費 164
株式報酬費用 95
賞与引当金 18
その他 133
繰延税金資産小計 4,789
評価性引当額 △4,305
繰延税金資産合計 483
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △45
繰延税金負債合計 △45
繰延税金資産の純額 437

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別
の内訳
法定実効税率 30.6％
(調整)
評価性引当額 3.8％
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.0％
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Ⅸ 関連当事者との取引に関する注記
１ 子会社及び関連会社等

種類 会社等の
名称 所在地 資本金

(百万円) 事業の内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・エンタテ
インメント㈱

東京都
港区 200 音楽事業

(所有)
直接
100

業務受託等
資金の運用

不動産賃貸収入
(注2①) 702 売 掛 金 59
業務受託収入等
(注2①) 457 売 掛 金 116
資金の運用
(注2②) － 関係会社

預 り 金 5,942利息の支払
(注2②) 5

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・マネジメ
ント㈱

東京都
港区 80 音楽事業

(所有)
直接
100

業務受託等 業務受託収入等
(注2①) 345 未 払 金 226

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・ミュージ
ック・パブリ
ッシング㈱

東京都
港区 10 音楽事業

(所有)
直接
100

業務受託等
資金の運用

業務受託収入等
(注2①) 759 売 掛 金 228
資金の運用
(注2②) － 関係会社

預 り 金 3,019利息の支払
(注2②) 1

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・ピクチャ
ーズ㈱

東京都
港区 100 アニメ・

映像事業
(所有)
直接
100

資金の貸付

資金の貸付
(注2②) －

関係会社
短期貸付金 981利息の受取

(注2②) 3
利息の支払
(注2②) 0

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・デジタル
㈱

東京都
港区 100

デジタル・
プラットフ
ォーム事業

(所有)
直接
100

資金の運用
資金の運用
(注2②) － 関係会社

預 り 金 2,437利息の支払
(注2②) 2

子会社エイベックス通信放送㈱
東京都
港区 3,500

デジタル・
プラットフ
ォーム事業

(所有)
間接
70

資金の運用
資金の運用
(注2②) － 関係会社

預 り 金 8,109利息の支払
(注2②) 15

子会社
エ イ ベ ッ ク
ス・テクノロ
ジーズ㈱

東京都
港区 100 テクノロジー事業

(所有)
直接
100

資金の貸付
資金の貸付
(注2②) － 関係会社

長期貸付金
(注2③)

2,079利息の受取
(注2②) 8
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種類 会社等の
名称 所在地 資本金

(百万円) 事業の内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社㈱aNCHOR
東京都
世田谷
区

30 テクノロジー事業
(所有)
間接
100

資金の貸付
資金の貸付
(注2②) － 関係会社

長期貸付金
(注2④)

1,226利息の受取
(注2②) 4

子会社 Avex USAInc.

米国
カリフ
ォルニ
ア州

3,232
千USD その他事業

(所有)
直接
100

資金の貸付
資金の貸付
(注2②) － 関係会社

長期貸付金
(注2⑤)

2,238利息の受取
(注2②) 10

(注) １ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等は、以下のとおりであります。
① 各子会社の事業実態や市場の実勢価格を勘案し、交渉により決定しております。
② 資金の運用利率及び貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
③ 関係会社長期貸付金に対し、1,307百万円の貸倒引当金を計上しております。また当事業年度に
おいて1,307百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

④ 関係会社長期貸付金に対し、843百万円の貸倒引当金を計上しております。また当事業年度にお
いて843百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

⑤ 関係会社長期貸付金に対し、425百万円の貸倒引当金を計上しております。また当事業年度にお
いて425百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
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２ 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称
又は氏名

所在地 資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員 松浦 勝人 － － 当社代表取締役会長

(被所有)
直接
1.83
間接
5.55

－
金銭報酬債権の
現 物 出 資
(注2)

55 － －

役員 黒岩 克巳 － － 当社代表取締役社長
CEO

(被所有)
直接
0.17

－
金銭報酬債権の
現 物 出 資
(注2)

25 － －

役員 林 真司 － － 当社代表取締役CFO
(被所有)
直接
1.69

－
金銭報酬債権の
現 物 出 資
(注2)

22 － －

役員が
議決権
の過半
数を所
有して
いる会
社

㈱タッチダウン
(注4)

東京都
渋谷区 10 書籍の制作

・出版 － 顧問
顧問料の支払
(注3)
(注5)

25 － －

(注) １ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
２ 譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。
３ 取引条件及び取引条件の決定方針等は、以下のとおりであります。
　市場実勢を勘案して決定しております。

４ 当社取締役(非常勤)見城徹が議決権の100％を直接保有しております。
５ 同社より事業戦略に関する助言及び指導を頂いております。
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Ⅹ １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,139.39円
１株当たり当期純利益 254.91円　 (注) 株主資本において自己株式として計上されている従業員持株会信託型ESOP信託口

に残存する当社株式は、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、
当事業年度25千株であります。
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〈メ モ 欄〉
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